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１ 議 事 日 程                          ７月６日 

日程第１ 仮議席の指定 

日程第２ 議長の選挙 

日程第３ 議席の指定 

日程第４ 会議録署名議員の指名 

日程第５ 会期の決定 

日程第６ 副議長の選挙 

日程第７ 常任委員会委員の選任について 

日程第８ 議会運営委員会委員の選任について 

日程第９ 知多南部衛生組合議会議員の選挙 

日程第10 知多南部消防組合議会議員の選挙 

日程第11 知多南部広域環境組合議会議員の選挙 

日程第12 町長挨拶並びに提出案件の概要説明 

日程第13 議案第38号 監査委員の選任同意について 

日程第14 発議第39号 議会広報特別委員会の設置について 

日程第15 発議第40号 地域公共交通対策特別委員会の設置について 

日程第16 閉会中の継続審査（調査）について 

 

２ 会議に付した事件  議事日程に同じ 

 

３ 議員の出欠席状況 

 出席議員 （１２名） 

    １番  山 本 優 作        ２番  鈴 木 浩 二 

    ３番  片 山 陽 市        ４番  小 嶋 完 作 

    ５番  内 田   保        ６番  石 垣 菊 蔵 

    ７番  服 部 光 男        ８番  藤 井 満 久 

    ９番  吉 原 一 治        10番  松 本   保 

    11番  榎 戸 陵 友        12番  石 黒 充 明 

 

 欠席議員 （なし） 
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４ 説明のため出席した者の職・氏名 

  町 長  石 黒 和 彦   副 町 長  北 川 眞木夫 

  総 務 部 長  中 川 昌 一   総 務 課 長  山 下 雅 弘 

  検 査 財 政 課 長  田 中 吉 郎   税 務 課 長  石 黒 廣 輝 

  企 画 部 長  田 中 嘉 久   企 画 課 長  滝 本   功 

  地 域 振 興 課 長  滝 本 恭 史   建 設 経 済 部 長  鈴 木 良 一 

  建 設 課 長  鈴 木 淳 二   産 業 振 興 課 長  川 端 徳 法 

  水 道 課 長  相 川   徹   厚 生 部 長  柴 田 幸 員 

  住 民 課 長  宮 地 利 佳   福 祉 課 長  神 谷 和 伸 

  環 境 課 長  宮 地 廣 二   保 健 介 護 課 長  鈴 木 茂 夫 

                     教 育 部 長 兼 
  教 育 長  大 森 宏 隆   学 校 教 育 課 長  内 田 静 治 

                     学 校 給 食          
  社 会 教 育 課 長  森   崇 史   セ ン タ ー 所 長  宮 本 政 明 

  会 計 管 理 者            学 校 教 育 課 
  兼 出 納 室 長  鈴 木 正 則   指 導 主 事  蟹 江 敏 広 

 

５ 職務のため出席した者の職・氏名 

  議 会 事 務 局 長  相 川 博 運   主     幹  大久保 美 保 
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 〔 開会 ９時３０分 〕 

○議会事務局長（相川博運君） 

 皆さん、おはようございます。 

 議席が決定するまでの間、去る７月３日の議員懇談会で御協議いただきました番号の

席にお座りいただくようお願いいたします。 

 本臨時会では、一般選挙後最初の議会でありますので、議長が選挙されるまでの間、

地方自治法第107条の規定により年長議員が臨時議長の職務を行うことになっています。

出席議員中、石黒充明議員が最年長でありますので、臨時議長をお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 それでは、石黒充明議員、議長席のほうにお着き願います。お願いします。 

（臨時議長 議長席に着席） 

○臨時議長（石黒充明君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいま御紹介いただきました石黒充明です。地方自治法第107条の規定により、臨

時に議長の職務を務めさせていただきます。皆様方の御協力のほど、よろしくお願い申

し上げます。 

 ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しておりますので、これより平成

29年第３回南知多町議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 仮議席の指定 

○臨時議長（石黒充明君） 

 日程第１、議事進行上、仮議席を指定いたします。 

 仮議席は、ただいま御着席の議席を指定いたします。 

 この後、総務課長及び検査財政課長以外の各課長の皆さんには退席していただきます。 

 それでは、各課長の退席をお願いします。 

（各課長 退場） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第２ 議長の選挙 
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○臨時議長（石黒充明君） 

 日程第２、これより議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、去る７月３日の議員懇談会で協議の

あったとおり、投票によりたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、議長の選挙は投票によることに決定しました。 

 議場を閉鎖いたします。 

（議場閉鎖） 

 ただいまの出席議員は12名であります。 

 お諮りいたします。会議規則第30条第２項の規定により、立会人、山本優作君及び榎

戸陵友君を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、立会人に山本優作君及び榎戸陵友君を指名いたしま

す。 

 投票用紙を配付いたします。 

（投票用紙配付） 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めます。 

（投票箱点検） 

 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を

記載願います。  

 これより投票に移ります。  

 職員の点呼に応じて、順次投票をお願いいたします。  

（投  票） 

 投票漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 投票漏れなしと認めます。 
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 以上をもって投票を終了いたします。 

 開票を行います。 

 山本優作君、榎戸陵友君、立ち会いをお願いします。 

（開  票） 

 お待たせしました。選挙の結果報告をいたします。 

 投票総数12票、出席議員数に符合いたしております。 

 投票の総数のうち、有効投票12票、無効投票ゼロ票です。 

 有効投票のうち、藤井満久君10票、吉原一治君１票、内田保君１票。 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は３票であります。よって、藤井満久君が議長に当選されまし

た。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

 ただいま議長に当選されました藤井満久君が議場におられますので、会議規則第31条

第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

 ここで議長に当選されました藤井満久君の御挨拶をお願いします。 

○新議長（藤井満久君） 

 ただいま議員の皆様の選挙で議長に選んでいただきました藤井満久と申します。何分、

ふなれな議長を仰せつかって、皆様にいろいろと迷惑かけることも多々あるとは思いま

すが、町民の期待を町政に役立てる、南知多町を少しでもよくしたい、そういう思いを

皆様と共有し、また議会のリーダーとして円滑な議会運営を行っていくに当たり、皆様

の御理解と御協力をお願いして、挨拶とさせていただきます。本当によろしくお願いし

ます。 

○臨時議長（石黒充明君） 

 これをもって臨時議長の職務は全部終了いたしました。御協力ありがとうございまし

た。 

 藤井議長、議長席にお着き願います。 

（新議長 議長席に着席） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第３ 議席の指定 
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○議長（藤井満久君） 

 日程第３、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第３条第１項の規定により、議長において指定いたします。 

 議員の氏名とその議席番号を職員に朗読させます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（相川博運君） 

 それでは、御指名によりまして朗読をさせていただきます。 

 １番、山本優作議員、２番、鈴木浩二議員、３番、片山陽市議員、４番、小嶋完作議

員、５番、内田保議員、６番、石垣菊蔵議員、７番、服部光男議員、８番、藤井満久議

員、９番、吉原一治議員、10番、松本保議員、11番、榎戸陵友議員、12番、石黒充明議

員。 

 以上でございます。 

○議長（藤井満久君） 

 ただいま朗読したとおり議席を指定いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第４ 会議録署名議員の指名 

○議長（藤井満久君） 

 日程第４、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、議長において１番、山本優作君、

２番、鈴木浩二君を指名いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第５ 会期の決定 

○議長（藤井満久君） 

 日程第５、会期決定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第６ 副議長の選挙 
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○議長（藤井満久君） 

 日程第６、これより副議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、去る７月３日の議員懇談会で協議の

あったとおり、投票によりたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、副議長の選挙は投票によることに決定しました。 

 議場を閉鎖いたします。 

（議場閉鎖） 

 ただいまの出席議員は12名であります。 

 お諮りいたします。会議規則第30条第２項の規定により、立会人に山本優作君、石黒

充明君を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、立会人に山本優作君、石黒充明君を指名いたします。 

 投票用紙を配付いたします。 

（投票用紙配付） 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めます。 

（投票箱点検） 

 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を

記載願います。  

 これより投票に移ります。  

 職員の点呼に応じて、順次投票をお願いいたします。  

（投  票） 

 投票漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 投票漏れなしと認めます。 

 以上をもって投票を終了いたします。 
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 開票を行います。 

 山本優作君、石黒充明君、立ち会いをお願いします。 

（開  票） 

 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数12票、出席議員数に符合いたしております。 

 投票の総数のうち、有効投票12票、無効投票ゼロ。 

 有効投票のうち、吉原一治君11票、内田保君１票。 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は３票であります。よって、吉原一治君が副議長に当選されま

した。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

 ただいま当選されました吉原一治君が議場におられますので、会議規則第31条第２項

の規定により、当選の告知をいたします。 

 ここで副議長に当選されました吉原一治君の御挨拶をお願いします。 

○新副議長（吉原一治君） 

 議員の皆さん、ありがとうございました。 

 議長を守り立てながら、南知多町のために一生懸命頑張りますので、どうかよろしく

お願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 休憩中に各常任委員会の委員の選任をお願いします。再開は後ほど連絡します。 

 〔 休憩 １０時０３分 〕 

 〔 再開 １０時１５分 〕 

○議長（藤井満久君） 

 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を行います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第７ 常任委員会委員の選任について 

○議長（藤井満久君） 

 日程第７、常任委員会委員の選任を行います。 
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 常任委員会委員の選任については、委員会条例第５条第２項の規定により、議長にお

いて指名いたします。 

 事務局長より発表いたします。 

 事務局長。 

○議会事務局長（相川博運君） 

 御指名をいただきましたので、常任委員会委員を発表させていただきます。 

 まず、総務建設常任委員会委員、石黒充明議員、松本保議員、吉原一治議員、服部光

男議員、小嶋完作議員、鈴木浩二議員の以上６名でございます。 

 次に、文教厚生常任委員会委員でございます。榎戸陵友議員、藤井満久議員、石垣菊

蔵議員、内田保議員、片山陽市議員、山本優作議員の６名でございます。 

 以上でございます。 

○議長（藤井満久君） 

 ただいまの発表のとおり、それぞれ指名いたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました職務をそれぞれの常任委員会

委員に選任することに決定することにしました。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 休憩中にそれぞれの常任委員会で正・副委員長の互選をお願いします。再開は後ほど

連絡します。 

 〔 休憩 １０時１７分 〕 

 〔 再開 １０時２１分 〕 

○議長（藤井満久君） 

 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 正・副委員長の互選の結果を事務局長より報告させます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（相川博運君） 

 それでは、御指名によりまして各常任委員会の委員長及び副委員長を報告させていた

だきます。 

 総務建設常任委員会委員長、鈴木浩二議員。副委員長、服部光男議員。 
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 文教厚生常任委員会委員長、榎戸陵友議員。副委員長、片山陽市議員。 

 以上でございます。 

○議長（藤井満久君） 

 ここで暫時休憩いたします。 

 休憩中に議会運営委員会の委員の選任をお願いします。再開は後ほど連絡します。 

 〔 休憩 １０時２１分 〕 

 〔 再開 １０時３０分 〕 

○議長（藤井満久君） 

 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第８ 議会運営委員会委員の選任について 

○議長（藤井満久君） 

 日程第８、議会運営委員会委員の選任を行います。 

 議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第５条第２項の規定により、議長

において指名いたします。 

 事務局長より発表いたします。 

 事務局長。 

○議会事務局長（相川博運君） 

 御指名いただきましたので、委員の方の発表をさせていただきます。 

 議会運営委員会委員に、石黒充明議員、榎戸陵友議員、松本保議員、小嶋完作議員、

鈴木浩二議員。 

 以上でございます。 

○議長（藤井満久君） 

 ただいまの発表のとおり、それぞれ指名いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました諸君を議会運営委員会委員に

選任することに決定しました。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 休憩中に議会運営委員会の正・副委員長の互選、監査委員の推薦並びに特別委員会委
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員の選任及び正・副委員長の互選をお願いします。再開は後ほど連絡します。 

 〔 休憩 １０時３１分 〕 

 〔 再開 １０時４３分 〕 

○議長（藤井満久君） 

 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議会運営委員会の正・副委員長の互選の結果を事務局長より報告させます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（相川博運君） 

 それでは、御指名によりまして議会運営委員会の委員長及び副委員長を報告させてい

ただきます。 

 議会運営委員会委員長、石黒充明議員。副委員長、小嶋完作議員。 

 以上でございます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第９ 知多南部衛生組合議会議員の選挙 

○議長（藤井満久君） 

 次に日程第９、知多南部衛生組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定に

より指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。 

 お諮りいたします。指名の方法は議長において指名することといたしたいと思います。

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定しました。 

 知多南部衛生組合議会議員４名、議長、藤井満久、副議長、吉原一治君、文教厚生委

員長、榎戸陵友君、文教厚生副委員長、片山陽市君。 

 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました諸君を知多南部衛生組合

議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました諸君が知多南部衛生組合議会
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議員に当選されました。 

 ただいま当選されました諸君が議場におられますので、会議規則第31条第２項の規定

により、当選の告知をいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第10 知多南部消防組合議会議員の選挙 

○議長（藤井満久君） 

 日程第10、知多南部消防組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定に

より、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。 

 お諮りいたします。指名の方法は、議長において指名することにいたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定しました。 

 知多南部消防組合議会議員に、議長、藤井満久、副議長、吉原一治君、総務建設委員

長、鈴木浩二君、総務建設副委員長、服部光男君を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました諸君を知多南部消防組合

議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました諸君が知多南部消防組合議会

議員に当選されました。 

 ただいま当選されました諸君が議場におられますので、会議規則第31条第２項の規定

により当選の告知をいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第11 知多南部広域環境組合議会議員の選挙 

○議長（藤井満久君） 

 日程第11、知多南部広域環境組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定に

より、指名推選によりたいと思います。これに御異議はありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。 

 お諮りいたします。指名の方法は、議長において指名することといたしたいと思いま

す。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定しました。 

 知多南部広域環境組合議会議員に、議長、藤井満久、副議長、吉原一治君、文教厚生

委員長、榎戸陵友君を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました諸君を知多南部広域環境

組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸君が知多南部広域環境

組合議会議員に当選されました。 

 ただいま当選されました諸君が議場におられますので、会議規則第31条第２項の規定

により当選の告知をいたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 休憩中に、議員発議案件と執行部からの人事案件の議案を用意し、議席へ配付します

ので、よろしくお願いいたします。再開は後ほど連絡いたします。 

 〔 休憩 １０時４８分 〕 

 〔 再開 １１時０８分 〕 

○議長（藤井満久君） 

 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第12 町長挨拶並びに提出案件の概要説明 

○議長（藤井満久君） 

 日程第12、町長挨拶並びに提出案件の概要説明を求めます。 

 町長、石黒君。 

○町長（石黒和彦君） 

 それでは、皆さん、こんにちは。 
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 本日、ここに臨時町議会を招集いたしましたところ、議会議員の皆様には全員の御出

席を賜り、深く感謝申し上げます。 

 さて、皆様におかれましては、去る６月25日執行の町議会議員一般選挙におきまして、

見事当選の栄に輝かれ、６月30日には町議会議員に就任をされました。心からお祝い申

し上げます。おめでとうございました。 

 さて、本町では、人口減少と地域経済縮小の克服に全力で取り組むため、４つの重点

プロジェクト、産業の活性化と雇用の確保、移住・交流の促進、結婚・出産・子育ての

支援、安全・安心と地域課題の解決を柱とした第６次南知多町総合計画・後期計画と、

南知多町まち・ひと・しごと総合戦略の密接な連携を図りながら、日本一住みやすいま

ちの実現に向け、町政運営に取り組んでいるところでございます。 

 議員の皆様には、本町の行政運営に関しまして、格別の御指導と御鞭撻をお願い申し

上げますとともに、地域の発展、住民福祉向上のため、御尽力とお力添えを賜りますよ

う心からお願い申し上げます。 

 以上で挨拶を終わります。 

 続きまして、提出案件の概要を御説明申し上げます。 

 本日、臨時議会で御審議いただきます町提出案件は、監査委員の選任同意についての

１議案であります。 

 議案第38号 監査委員の選任同意につきましては、識見を有する監査委員の任期が７

月10日に任期満了となり、また議会選出の監査委員の任期が６月29日に任期満了となっ

ていますので、識見を有する監査委員と議会選出の監査委員、それぞれ１名の選任同意

をお願いするものであります。 

 以上で提出案件の概要説明を終わらせていただきます。円満かつ速やかに御同意賜り

ますようお願い申し上げまして、挨拶と提出案件の概要説明を終わらせていただきます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（藤井満久君） 

 これをもって、町長挨拶並びに提出案件の概要説明を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第13 議案第38号 監査委員の選任同意について 

○議長（藤井満久君） 

 日程第13、議案第38号 監査委員の選任同意についての件を議題といたします。 
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 地方自治法第117条の規定により除斥に該当すると認められますので、石垣菊蔵君の

退席を求めます。 

（６番 石垣菊蔵君 退場） 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長、石黒君。 

○町長（石黒和彦君） 

 議案第38号 監査委員の選任同意につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 監査委員の選任につきましては、地方自治法第196条第１項の規定に基づきまして、

普通地方公共団体の長が議会の同意を得まして、人格が高潔で、普通地方公共団体の財

産管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し、すぐれた識見を有する者及び議員の

うちから選任することとなっております。 

 このほど識見を有する者として選任した加藤勝弘さんが平成29年７月10日をもって４

年間の任期が満了となります。また、議員のうちから選任した榎戸陵友さんには平成29

年６月29日の議員任期で満了となりました。 

 つきましては、後任の監査委員に識見を有する者として、元名古屋国税局職員で、現

在武豊町において税理士として開業されております竹内友幸さんをお願いするものであ

ります。任期は、平成29年７月11日から平成33年７月10日までの４年間であります。 

 また、議員のうちから選任する監査委員には、このたび南知多町議会議員に就任され

ました石垣菊蔵さんを新たにお願いするものであります。議員のうちから選任する監査

委員の任期は、議員の任期によることとなっています。 

 以上で提出案件の説明を終わります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（藤井満久君） 

 これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質問なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより議案第38号の件を採決いたします。 

 本件はこれに同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、本件はこれに同意することに決定されました。 

 除斥者を復席してください。 

（６番 石垣菊蔵君 入場・復席） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第14 発議第39号 議会広報特別委員会の設置について 

○議長（藤井満久君） 

 日程第14、発議第39号 議会広報特別委員会の設置についての件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 12番、石黒充明君。 

○１２番（石黒充明君） 

 発議第39号 議会広報特別委員会の設置について、提案理由の説明を申し上げます。 

 南知多町議会に、別紙のとおり特別委員会を設置するため、南知多町議会委員会に関

する条例第４条及び南知多町議会の会議に関する規則第13条の規定により提案するもの

であります。提出者は、私、石黒充明はじめ議会運営委員会委員の皆さんであります。 

 提案理由といたしまして、議会の活動状況を広く住民に周知することにより、住民の

議会と町政に対する理解を深める必要があるためであります。 

 特別委員会の設置について、特別委員会の名称は議会広報特別委員会。特別委員会の

設置目的は、議会だよりを発行し、議会の活動状況を広く住民に周知することにより、

住民の議会と町政に対する理解を深める。 

 なお、本委員会はその目的達成のため、議会閉会中も継続して議会だより編集につい

ての調査・研究を行うものとする。特別委員会の委員定数は４名。 

 以上のとおりでありますので、御賛同のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 
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 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

 これより発議第39号の件を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。ただいま設置されました議会広報特別委員会委員の選任について

は、委員会条例第５条第２項の規定により、議長において指名いたします。 

 事務局長より発表いたします。 

 事務局長。 

○議会事務局長（相川博運君） 

 それでは、御指名いただきましたので、議会広報特別委員会委員を発表させていただ

きます。 

 服部光男議員、小嶋完作議員、片山陽市議員、山本優作議員、以上でございます。 

○議長（藤井満久君） 

 ただいま発表のとおり、それぞれ指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました諸君を議会広報特別委員会委

員に選任することに決定しました。 

 この際、正・副委員長の互選の結果を事務局長より報告させます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（相川博運君） 

 それでは、御指名により、議会広報特別委員会の委員長及び副委員長を報告させてい

ただきます。 
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 議会広報特別委員会委員長、山本優作議員、副委員長、片山陽市議員、以上でござい

ます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第15 発議第40号 地域公共交通対策特別委員会の設置について  

○議長（藤井満久君） 

 次に、日程第15、発議第40号 地域公共交通対策特別委員会の設置についての件を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 12番、石黒充明君。 

○１２番（石黒充明君） 

 発議第40号 地域公共交通対策特別委員会の設置について、提案理由の説明を申し上

げます。 

 南知多町議会に、別紙のとおり特別委員会を設置するため、南知多町議会委員会に関

する条例第４条及び南知多町議会の会議に関する規則第13条の規定により提出するもの

であります。提出者は、私、石黒充明はじめ議会運営委員会委員の皆さんであります。 

 提案理由といたしまして、本町の公共交通は定住・安心・交流の観点から、その利便

性を維持・活性化することは重要な課題であり、本議会においてもよりよい整備案を調

査・研究し、関係機関に提言する必要があるためであります。 

 特別委員会の設置について、特別委員会の名称は、地域公共交通対策特別委員会。特

別委員会の設置目的は、地域公共交通の維持・活性化のための調査・研究と関係機関へ

の提言。 

 なお、本委員会はその目的達成のため、議会閉会中も継続して調査・研究を行うもの

とする。特別委員会の委員定数は12名以内。 

 以上のとおりでありますので、御賛同よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（挙手する者あり） 

 ５番、内田保君。 
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○５番（内田 保君） 

 この地域公共交通対策特別委員会の頻度というか、どれぐらいの日程でこれは開かれ

るのかということを教えてください。この間の経過でも結構です。 

○議長（藤井満久君） 

 企画部長、田中君。 

○企画部長（田中嘉久君） 

 特別委員会のほうですが、こちらのほうの開催につきましては、昨年３回開催をして

おります。以上です。 

○議長（藤井満久君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

 これより発議第40号の件を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。ただいま設置されました地域公共交通対策特別委員会委員の選任

については、委員会条例第５条第２項の規定により、議長において指名いたします。 

 本特別委員会委員に議員全員を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、議員全員を地域公共交通対策特別委員会委員に選任

することに決定しました。 

 この際、正・副委員長の互選の結果を事務局より報告させます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（相川博運君） 



－２０－ 

 それでは、御指名によりまして、地域公共交通対策特別委員会の委員長及び副委員長

を報告させていただきます。 

 委員長に榎戸陵友議員、副委員長、石垣菊蔵議員、以上でございます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第16 閉会中の継続審査（調査）について 

○議長（藤井満久君） 

 日程第16、閉会中の継続審査（調査）についての件を議題といたします。 

 議会運営委員長、各常任委員長、各特別委員長から所管事項について、閉会中の継続

審査（調査）の申し出があります。 

 お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査（調査）とす

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査

（調査）とすることに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（藤井満久君） 

 以上をもって、本臨時会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 

 これにて、平成29年第３回南知多町議会臨時会を閉会いたします。 

 〔 閉会 １１時２５分 〕 



－２１－ 

 

 上記会議の経過は、議会事務局長の記載したものであるが、その内容に相違ないこと 

を証するためここに署名する。 
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